
 

 

 

 

 

※本書について 

  1）平成 29 年（債権法）、平成 30 年（相続法）、令和 3 年（物権法、相続法）改正民法に対応。

その他の法令は、令和 7年 3月 1日時点において施行の法令に基づいて作成されています。 

2）平成 28 年から令和 7 年までの本試験択一問題の各肢を体系別に掲載してあります。ただし、

不動産登記法等の改正により、一部内容を改め不要と判断した肢は削除しています。 

  3）問題番号の□□□は、チェック欄です。学習にお役立て下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本書（第２分冊）は 343ページから 572ページまでを収録しております。 

 

1ページから 342ページまでは第１分冊に収録しております。 
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（解説文中の条文、先例の略号について）  

※条文略号  

不動産登記法第 34 条第 1 項第 1 号 ……（34Ⅰ①） 

不動産登記令第 7 条第 1 項第 1 号 ……（令 7Ⅰ①） 

不動産登記規則第 34 条第 1 項第 1 号 ……（規 34Ⅰ①） 

不動産登記事務取扱手続準則第 67 条第 1 項第 1 号 ……（準 67Ⅰ①） 

民法第 13 条第 1 項第 1 号 ……（民 13Ⅰ①） 

建物の区分所有等に関する法律第 2 条第 1 項 ……（区分 2Ⅰ） 

借地借家法第 10 条第 1 項 ……（借地借家 10Ⅰ） 

登録免許税法第 31 条第 3 項 ……（登税法 31Ⅲ） 

登録免許税法別表第一の一の（十）のイ ……（登税法別表第一・一・(十)イ） 

登記手数料令第 3 条第 1 項 ……（手数料令 3Ⅰ） 

土地家屋調査士法第 2 条 ……（土 2） 

土地家屋調査士法施行令第 2 条 ……（土施行令 2） 

土地家屋調査士法施行規則第 17 条 ……（土規 17） 

日本土地家屋調査士会連合会会則第 4 条 ……（会 4） 

※条文を連記する場合  

不動産登記法第 51 条第 1 項、同法第 30 条                      ……（51Ⅰ・30） 

   法律が同じ場合はナカグロで表記 

民法第 423 条第 1 項、不動産登記法第 59 条第 7 号                                                

 

……（民 423Ⅰ、59⑦） 

   法律が異なる場合は読点で表記 

※先例略号  

昭和 39 年 8 月 2 日民事甲第 285 号民事局長通達 ……（昭 39.8.2 第 285 号） 

昭和 59 年 9 月 4 日民事三第 812 号民事局長通達 ……（昭 59.9.4 第 812 号） 

※判例略号  

昭和 7 年 5 月 9 日の大審院の判例 ……（大審院判例昭 7.5.9） 

昭和 42 年 8 月 25 日の最高裁判所の判例 ……（最高裁判例昭 42.8.25） 
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Ⅲ 表示に関する登記各論（土地） 

Ⅲ－1 登記事項 

Ⅲ－1－① 地番と地番区域 

 

 

1．地番の定め方 

 

 

 

□□□【1】 合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は、特別の事情がない限り、再

使用されない。(R3-9-ｱ) 

 

 

□□□【2】 登記官は、地番が著しく錯雑している場合には、必要があると認められると

きであっても、当該地番を変更することができない。(R3-9-ｲ) 

 

□□□【3】 10 番 1 の土地と 10 番 2 の土地とを合筆する場合には、登記官は、特別の事

情がないときであっても、合筆後の土地の地番を 10 番 2 とすることができる。

(R3-9-ｳ) 
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【1】 正： 地番は、地番区域ごとに起番し、土地の位置がわかりやすいものとなるように

定めるものとする（規 98）。抹消、滅失又は合筆により登記記録が閉鎖された土

地の地番は、特別の事情がない限り、再使用しない（準 67Ⅰ②）。 

 

【2】 誤： 地番が著しく錯雑している場合において、必要があると認めるときは、その地

番を変更しても差し支えない（準 67Ⅳ）。 

 

【3】 誤： 合筆した土地については、合筆前の首位の地番をもってその地番とする（準 67

Ⅰ⑥）。ただし、特別の事情があるときは、適宜の地番を定めて差し支えない（同

⑦） 

  

解答と解説 


